
式

部

曹

司

庁

の
成

立

寺

崎

保

広

は
じ
め
に

一
九
九
七
年
二
月
、
第
二
回
古
代
都
城
制
研
究
集
会
が
奈
良
国
立

文
化
財

研
究
所
に
お
い
て
開
か
れ
、
都
城
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
う
ち
、

曹
司
と

い
わ
れ
る
実
務
空
間
の
問
題
が
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

そ
の
中

で
、
筆
者
も

「官
衙
と
朝
庭
の
政
務

・
儀
式
」
と
題
す
る
報

告
を
行

な

っ
た
。
本
稿
は
そ
の
報
告
内
容
を
中
心
と
し
、
集
会
に
参

加
し
て
考
え
た
こ
と
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

従
来
、
朝
堂
と
曹
司
の
関
係
に
つ
い
て
は
岸
俊
男
氏
の
理
解
が
通

説
と
な

っ
て
き
た
。
岸
氏
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「曹

司
と
は
朝
堂
院
の
朝
堂
と
は
別
に
、
そ
の
外
に
設
け
ら
れ
た

政
庁

で
、
当
初
は
政
務
は
も

っ
ぱ
ら
朝
堂

で
行
わ
れ
て
い
た
が
、

律
令
体
制
が
整
う
に
従

っ
て
政
治
機
構
が
拡
充
さ
れ
、
官
人
も
増

加
、
ま
た
政
務
が
複
雑
化
し
て
き
た
た
め
、
朝
堂
と
別
に
そ
の
付

属
施
設
を
設
け
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」

つ
ま
り
、
曹
司
は
朝
堂
か
ら
分
化
し
た
の
で
あ
り
、
両
者
と
も
に

本
来
政
務
を
執
る
場

で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
曹
司
は
藤
原
宮

に
お
い
て
成
立
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
異
を
唱
え
た
の
が
吉
川
真
司
氏

で
あ
る
。
第

一

回
古
代
都
城
制
研
究
集
会
で
の
報
告

「宮
廷
儀
式
と
大
極
殿

・
朝
堂

院
」
お
よ
び
第
二
回
集
会
で
の
報
告

「朝
堂

と
曹
司
」
に
お
い
て
、

吉
川
氏
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

平
安
時
代

に
お
け
る
朝
堂
で
の
政
務

(朝
政
)
と
曹
司

で
の
政
務

(外
記
政
)
は
全
く
同

一
で
は
な
い
。
口
頭

に
よ
る
決
裁

は
双
方

で

行
な
わ
れ
た
が
、
文
書
の
発
給

・
帳
簿

の
作
成
や
保
管
な
ど
は
曹
司

で
の
み
な
さ
れ
た
。

こ
れ
を
遡
ら
せ
る
と
、
古
く
は
朝
堂

で
行
な
わ
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れ

た

口
頭

決

裁

が

実

質

的

な
意

味

を

も

ち

、

曹

司

に
お

け

る
事

務

処

理

は

そ

の
朝

堂

で

の
政

務

と
機

能

を

分

担

し

て

い

た

の

で
あ

ろ

う
。

そ

し

て
、

朝

堂

の
本

質

は

「
五

位

以

上

官

人

の
侍

候

空

間

」

と

見

る

べ
き

で
あ

り
、

そ

の
起

源

は

大

臣

・
大

夫

が

侍

候

し

た
大

王

宮

朝

堂

に
求

め

ら

れ

る
。

一
方

、

曹

司

の
本

質

は

「
律
令

官

司

の
実
務

空

間
」

で
あ

り
、

そ

の
起

源

は
大

王

宮

・
諸

宮

諸

家

の
実

務

機

構

に
求

め

ら

れ

、

そ
れ

ら

が
大

内

裏

域

に
集

約

さ

れ

た

の

は
難

波

長

柄

豊

碕

宮

か

ら

で
あ

ろ

う
。

朝

堂

院

は

八

世

紀

末

ま

で

「
太

政

官

院

」

と

呼

ば

れ

た
が

、

そ

れ

は
太

政

官

(
議

政

官

)

を

中

心

と

す

る
五

位

以
上

官

人

が
天

皇

に
侍

候

し
、

国

政

を

審

議

す

る
場

の
名

称

と

し

て
ふ

さ

わ

し

く
、

そ

れ

に

は
当

初

か

ら

曹

司

と

い

う
実

務

空

間

が
伴

っ
て

い
た

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が

、

八

世

紀

後

半

に

い

た

り
、

侍

候

機

能

が

内

裏

二
支

ワ
～
ぎ

τ
、

月

ま
寒

、
D

]
頁

々
(芳

よ
封
ヨ
司

＼
多

一丁
ケ

る
o

こ

τ
レと

ひ

明
珪

」(
弓
4

古
剛寸
生
一一
'ー
/し
「し
一ロy
正
、マア↓
0
4日ε
一一「
1
工」T
!イ

}(

ノ

(
弓
4
♪
、

う

け

て
長

岡
宮

で
は

太

政

官

院

が

内

裏

か

ら
分

離

し

て

「
朝

堂

院

」

と
呼

ば

れ

る

よ

う

に
な

り

、

純

然

た

る
儀

式

空

間

と

し

て
成

立

す

る

の

で

あ

る
。

つ
ま

り
、

吉

川
氏

は

、

朝

堂

と

曹

司

が

そ

れ

ぞ

れ

固

有

の
機

能

を

も

つ
も

の
と

し

て
成

立

し

た

で
あ

ろ

う

こ

と
を

論

じ

た

の

で
あ

る
。

筆

者

は

こ

の
吉

川

氏

の
説

が

基

本

的

に
妥

当

で
あ

る

と
考

え

る

の

で

あ

る

が

、

本

稿

で
は

、

平

城

宮

式

部

省

の
発

掘

調

査
成

果
を

検
討

し

、

そ
こ
で
行
な
わ
れ
た
式
部
省
の
実
務
内
容
を
考
え
、
そ
の
上

で
奈
良

時
代
に
お
け
る
曹
司
の
実
態
を
考
え
て
み
た

い
と
思
う
。

式
部
省
を
取
り
上
げ
た
理
由
は
、
各
種
の
資
料

に
恵
ま
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
平
城
宮
の
当
該
地
の
調
査
が
進
め
ら
れ
、
遺
構

の
様

相
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
大
量
の
考
課
木
簡
も
出
土
し
て
い
る
。

さ
ら
に
平
安
時
代
に
降
る
が
、
式
部
省
内
に
お
け
る
実
務
を
窺
わ
せ

る
史
料
も
多
い
。
そ
れ
ら
を
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
曹

司
の
時
代
的
変
化
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。一

、
平
城
宮
式
部
省
跡
の
発
掘

E

或̀

言

こ

6
ナ

る
篭

屈

周

菱

ま
、

君

D

四
調

、

勺

護

●
明

堂

完

と

[、一
↓
わ
毎
に
ご

圃4
`

'
一》フ
ナ
↓
二一一ロ
一ゴ
ー

6
【
(
[
～

「
「
ー
コ.

一匡
畷
「
一匹

`

い

っ
た
中

枢

部

に

つ
い

て

は

ほ

ぼ

一
段

落

し

、

近

年

は

そ

の
重

点

が

官

衙

域

の
解

明

に
置

か

れ

る

よ

う

に
な

っ
た

。

特

に

い
わ

ゆ

る

「
第

二
次

朝

堂

院

」

の
南

、

南

面

大

垣

北

の
部

分

に

つ
い

て

は
調

査

が

進

展

し
、

ほ

ぼ
全

容

が

明

ら

か

と
な

っ
て

い

る
。

そ
う

し

た

調

査

成

果

の

う

ち
、

式

部

省

に
関

わ

る
範

囲

で

『
平

城

宮

跡

発

掘

調

査

部

発

掘

調
査

概

報

』

(
以

下

『
平

城

概

報

』

と

略

す

)

な

ど

に

よ

り

つ

つ
、

以
下

に
ま

と

め

て
お

こ
う
。
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図1壬 生門北の区画呼称
(数字は調査次数を示す)

壬
生
門
よ
り
北
、
「
第
二
次
朝
堂
院
」

の
南

に
は
、
東
西
対
称

の

位
置
に
二

つ
の
区
画
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
東

の
区
画
の
東
隣
で
、
宮

東
面
大
垣
と
の
間
に
は
も
う

一
つ
の
区
画
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
東

西
に
並
ん
だ
三

つ
の
区
画

の
呼
称
と
し
て
、
西
か
ら
X
区
、
Y
区
、

Z
区
と
区
別
す
る

(図
1
)
。
『平
城
概
報
』

で
は
そ
れ
ぞ
れ

「兵
部

省
」
「式
部
省
」
「式
部
省
東
官
衙
」
と
称
し

て
い
る
も
の
に
該
当
す

る
。

兵
部
省
と
式
部
省

(X
区
と
Y
区
)

X
区
と
Y
区

の
区
画
の
大
き
さ
は
全
く
同

じ
で
あ
る

(
図
2
)
。

す
な
わ
ち
、

一
辺
二
五
〇
尺

(七
四

m
)
の
正
方
形

で
、
周
囲
を
築

地
塀
で
囲
み
、
そ
れ
ぞ
れ
四
方
に
門
を
開
く
。
両
者

の
間
は
二
六
〇

尺

(七
七

m
)
離
れ
、
そ
の
中
間
が
ち
ょ
う
ど

「第
二
次
朝
堂
院
」

の
中
軸
線
と
な
る
。
ま
た
、
区
画
内
の
建
物

配
置
も
極
め
て
よ
く
類

似
す
る
。
両
者
と
も
に
北
か
ら
三
分
の

一
の
部
分
を
東
西
に
走
る
掘

立
柱
塀

で
南
北
に
二
分
し
、
北
側
に
東
西
棟
を
三
棟
、
南
側
に
は
中

央
に
正
殿
と
な
る
東
西
棟
を
お
き
、
そ
の
前
面
に
は
東
西
二
棟
ず

つ

の
脇
殿
と
な
る
南
北
棟
を
配
置
す
る
。
建
物

は
全
て
基
壇
上
に
立

つ

礎
石
建
物
で
あ
る
。
細
か
い
部
分
で
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
両
者

は

一
対
の
も
の
と
し
て
計
画
さ
れ
、
造
営
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
。
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図2式 部 ・兵部=省 の建物配置

(数字 は尺)

規
模
か
ら
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
正
門
は
南
面

に
は
な
く
、
X
区
は
東

門
、
Y
区
は
西
門
が
正
門
と
な
り
、
と
も
に
壬
生
門
か
ら
朝
堂
院
に

い
た
る
通
路

に
向
い
て
、
開
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
両
区
画
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
X
区

が
兵
部
省
、
Y
区
が
式

部
省
と
さ
れ
て
お
り
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
、

両
省
が
と
も
に
官
人
の
人
事
に
関
わ
り
、
密
接
な
関
連
を
も

つ
こ
と

の
ほ
か
に
、

「大
内
裏
図
」
を
も
と

に
平
安
宮
を
参
考

に
す
る
と

(図
3
)、
そ
の
官
衙
配
置
が
、
や
は
り
朝
堂
院

(八
省
院
)
の
南
に

東
西
対
称

の
位
置
に
、
式
部

・
兵
部
両
省
が
存
在
し
、
ま
た
そ
れ
ぞ

れ
の
内
部
に
お
け
る
建
物
の
構
成
も
類
似
す

る
こ
と
、
な
ど
が
指
摘

さ
れ
る
。

つ
ま
り
そ
う
し
た
平
安
宮
の
あ
り
方
が
古
く
遡
る
も
の
と

推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、

X

・
Y
区
の
調
査

に
お

い
て
出
土
し
た
墨
書
土
器
お
よ
び
木
簡
な
ど

の
文
字
資
料
か
ら
も
、

あ
る
程
度
こ
れ
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
城
宮
内
の
官
衙
の
う
ち
、
既
発
掘
部
分

に
つ
い
て
は
い
く

つ
か

の
官
衙
名
を
推
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
兵
部

・
式
部
両
省
は
最
も
蓋

然
性
の
高
い
比
定
と
い
っ
て
良
い
。
ま
た
、
宮
内
の
官
衙
域
に
お
い

て
は
掘
立
柱
建
物
が

一
般
的
な
中
に
あ

っ
て
、
礎
石
建
物
に
よ

っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
は
官
衙
と
し

て
の
格
の
高
さ
を
示
し
、

そ
の
整
然
と
し
た
建
物
配
置
と
と
も
に
省
ク

ラ
ス
の

一
つ
の
典
型
的

一12一
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官
衙
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
正
殿

・
後
殿

.
東
西
に
二

棟
ず

つ
の
脇
殿
と
い
う
構
成
は
、
ち
ょ
う
ど
地
方
官
衙

の
国
庁
、
郡

庁
な
ど
と
類
似
す
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
従
来
、
地
方
官
衙
の
政
庁

は
朝
堂
院

を
モ
デ
ル
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

こ
う
し
た
省

の
建
物
配
置
も
併
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
出
て
き
た
と

言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
発
掘
の
結
果
、

一
つ
の
問
題
点
が
浮
か
び
上
が

っ
て

き
た
。
そ
れ
は
、
X

・
Y
区
の
年
代

で
あ
る
。
と
も
に
大
幅
な
建
て

替
え
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
造
営
年
代
は
奈
良
時
代
後
半
に
降
る
こ
と

が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
建
物
の
礎
石
据
え
付
け
掘

形
お
よ
び
基
礎
と
な
る
整
地
土
中
か
ら
、
平
城
宮
第
皿
期
の
軒
瓦
が

出
土
し
て
お
り
、
確
定
し
た
年
代
で
は
な
い
が
少
な
く
と
も
平
城
還

都
よ
り
も
後
と
い
;
・こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
奈
良
時
代
前
半
に
は
、

こ
の
場
所

は
空
閑
地
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
期
に
は
兵

部

・
式
部
両
省
が
ど
こ
に
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
出

て
き
た

の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
後
で
改
め
て
述
べ
る
。

式
部
省
東
官
衙

(Z
区
)

Z
区
は
Y
区
よ
り
東
、
宮
の
東
面
大
垣
ま
で
の
間

の
官
衙
ブ

ロ
ッ

ク
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
東
西
三
五
〇
尺
、
南
北
二
五
〇
尺
の
範
囲
を
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占
め
、

さ
ら
に
そ
の
中
は
西
半
の
二
〇
〇
尺
と
東
半

一
五
〇
尺
に
二

分
さ
れ

る
。
Y
区
と
の
間
は
約

=

m
あ
い
て
い
て
通
路

に
な

っ
て

い
る
。

検
出
し
た
遺
構
は
や
や
複
雑
に
重
複
し
て
い
る
が
、
時
期
的

に
は

四
期
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
A
B
C
期
の
前
半
期
と
、
D
期

の
後

半
期

に
大
別

で
き
る

(図
4
)。

ま
ず
、
前
半
期

で
あ
る
が
、
掘
立
柱
塀
に
よ
る
区
画
施
設
が
あ
り
、

Z
区
の
西
半

つ
ま
り
南
北
二
五
〇
尺
、
東
西
二
〇
〇
尺
を
囲
う
。
そ

の
中

に
正
殿

(
A
期

の
S
B

一
五
四

=
二
お
よ
び
B
C
期
の
S
B

一

五
四

一
四
)
と
雑
舎
か
ら
な
る
掘
立
柱
建
物
を
配
置
し
、
そ
れ
ら
は

三
小
期

(
A
B
C
期
)

の
変
遷
が
あ
る
。
ま
た
区
画
内
の
西
南
部

に

は
井
戸

S
E

一
四
九
六
〇
が
あ
り
、
そ
の
井
戸
枠
抜
き
取
り
穴
か
ら

削
屑
を
中
心
と
し
て
四
八
〇
〇
点
近
く
の
木
簡
が
出
土
し
た
。
木
簡

に
記
す
年
紀
は
天
平
元
年
と
同
三
年
で
あ
り
、
内
容
は
考
課
木
簡
を

は
じ
め
と
す
る
式
部
省
関
係

の
も
の
と
見
て
良
い
。
前
半
期
の
Z
区

東
半
部

は
、
掘
立
柱
塀
が
西
半

の
区
画
に
接
続
す
る
時
期
も
あ
る
が
、

全
体
と
し
て
囲
う
こ
と
は
な
く
、
開
放
さ
れ
た
空
間
に
比
較
的
小
規

模
な
掘
立

柱
建
物
が
造
替
さ
れ
て
い
る
。

と

こ
ろ
が
、
そ
れ
が
大
き
く
改
変
さ
れ
る
の
が
D
期
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

掘
立
柱
塀
に
代
わ
り
築
地
塀
が
Z
区
の
全
体
を
囲
み
、
さ

ら
に
東
西
を
区
分
す
る
よ
う
に
南
北
に
も
通

る
。
そ
し
て
、
東
西
そ

れ
ぞ
れ
の
内
部
に
は
、
基
壇
上
に
た
つ
大
規
模
な
礎
石
建
物
を
中
心

と
し
た
建
物
群
が
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
総

じ
て
D
期
の
建
物
群
は
、

そ
の
規
模
と
構
造
か
ら
す
る
と
、
X

・
Y
区

で
検
出
し
た
二
省
に
匹

敵
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
期

で
特
に
注
目
さ
れ
る
の

が
、
東
半
の
正
殿
S
B

一
七
五
〇
〇
の
北
で
見

つ
か

っ
た
井
戸
S
E

一
七
五
〇
五
か
ら
出
土
し
た
二
〇
〇
点
余
の
木
簡
で
あ
る
。
そ
の
多

く
は
井
戸
が
廃
絶
し
た
平
安
初
期
の
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
延
喜
神

祇
官
式
に
見
え
る
神
饅
の
目
録
に
類
似
し
た
内
容
の
木
簡
や

「兵
主

神
社
」
な
ど
神
社
名
を
記
す
木
簡
な
ど
が
含

ま
れ
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
Z
区
の
成
果
の
中
で
問
題
と
な
る
の
は
、
C
期
か
ら

D
期
に
建
て
替
え
ら
れ
た
時
期
が
い
つ
か
と

い
う
点
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
期
の
官
衙
の
性
格
で
あ
る
。

こ
の
Z
区
に
つ
い
て
は
、
奈
文
研
が

「式
部
省
東
官
衙
」
と
呼
称

し
て
い
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
Y
区
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
場
所
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
理
由
の
第

一
は
Z
区
の
南
に
接
す
る
宮
南
面
大

垣
の
北
側
溝
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
考
課
木
簡
の
存
在

(第
三
二
次

補
足
調
査
)、
も
う

一
つ
は
平
安
宮

「
大
内
裏
図
」

に
見
え
る
式
部

省
と
そ
の
東
に
あ
る

「式
町
」
な
い
し

「式
部
厨
」
と
の
関
係

(図

3
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
と
し
て
、
Y
区
が
式
部
省
本
体
で
あ
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り
、
Z
区

は
そ
れ
に
付
属
す
る
実
務
の
場

で
あ
ろ
う
、
と
推
定
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
既
述
の
よ
う
に
、
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
、
Y
区
は
奈

良
時
代
前
期
に
ま
で
遡
ら
な
い
こ
と
、

一
方
、
Z
区
は
前
期
か
ら
存

在
し
、

の
ち
に
大
き
く
性
格
を
変
え
た
ら
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
の

で
あ
る
。

そ
こ
で

『
一
九
九
二
年
度
平
城
概
報
』

で
は
、
式
部
省
の

移
転
を
考
え
た
。

つ
ま
り
、
前
半
に
は
Z
区
に
あ

っ
た
も
の
が
、
後

半

に
な

っ
て
Y
区
に
移

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
同
時
に
、
移

転
後
の
Z
区
に
は
別
の
官
司
が
新
た
に
造
営
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
別

の
官
司
と
は
、
井
戸
S
E

一
七
五
〇
五
出
土
木
簡
の
内
容
、

東
院
と
西
院
に
よ
る
構
成
と
北
門
が
正
門
と
な
る
こ
と
な
ど
が
平
安

宮
の
神
祇
官
に
類
似
す
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
神
祇
官
で
あ

っ

の
ヂ　
　
　

タヨ
ゆ　

と
づ
の
　
エ

コ

　

ヘ

へ

　

つ

た
亘
饒
柑
力
藩
し
と
し
う
-

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
疑
問
に
思

っ
て
い
た
。
と
い
う

の
は
、

一
九
六
六
年
の
第
三
二
次
補
足
調
査
に
お
い
て
、
Z
区
の
南

か
ら
出
土
し
た

一
万
を
越
え
る
木
簡
が
式
部
省
関
係
の
考
課
関
係

で

あ

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
木
簡
の
年
代
を
見
る
と
、
神
亀
年
間
を

中
心
と
す

る
奈
良
時
代
前
半

の
も
の
と
、
神
護
景
雲
年
間
を
中
心
と

す
る
奈
良
時
代
後
半

の
も
の
と
い
う
二
種
に
大
別
で
き
、
出
土
場
所

は
前
半

の
木
簡
が
西
寄
り
に
、
後
半
の
も
の
が
よ
り
東
に
偏
る
か
ら

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
奈
良
時
代
後
半
に
Z
区

が
神
祇
官
だ
と
す
る
と
、

す
ぐ
南

で
出
土
し
た
式
部
省
関
係
木
簡
の
説
明
に
窮
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、

一
連
の
調
査
の
最
後
と
な

っ
た
Z
区
の
東
半
部
が

一
九

九
六
年
度
に
行
な
わ
れ
、
『
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
年
報

一
九
九

七
-
皿
』

で
新
た
な
見
解
が
示
さ
れ
た
。

つ
ま
り
Z
区
の
前
半
期
に

や
や
長

い
期
間
を
認
め
、
奈
良
時
代
前
半
か
ら
後
半
ま
で
掘
立
柱
に

よ
る
官
衙
が
存
続
し
、
奈
良
時
代
末
期
に
い
た
り
、
大
き
く
構
成
を

変
え
て
神
祇
官
と
な

っ
た
こ
と
、

つ
ま
り
D
期
の
開
始
を
平
城
還
都

頃

で
は
な
く
、
宝
亀
年
間
以
降

に
ま
で
引
き
下
げ
て
理
解
す
る
に
い

た

っ
た
の
で
あ
る
。
C
期
ま
で
の
官
衙
が
奈
良
時
代
末
期
に
ど
う
な
っ

た
の
か
と
い
っ
た
課
題
は
な
お
残
る
も
の
の
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
考

課
木
簡

に
つ
い
て
の
解
釈
は
、

一
応

で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
評
価

　い

く

ラ

　

て
.き
⊂ぞ

以
上
の
よ
う
な
発
掘
成
果
の
う
ち
、
式
部
省
に
関
わ
る
部
分
を
ま

と
め
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

奈
良
時
代
前
半
、
お
そ
ら
く
は
遷
都
当
初

か
ら
、
式
部
省
は
Z
区

の
西
半
部
に
あ
り
、
建
て
替
え
ら
れ
な
が
ら
少
な
く
と
も
奈
良
時
代

後
半
ま
で
存
続
し
た
。
そ
こ
で
は
出
土
し
た
大
量

の
考
課
木
簡
に
見

え
る
よ
う
に
、
奈
良
時
代
前
期

・
後
期
を
通
じ
て
、
官
人

の
考
選
に

関
わ
る
実
務
を
行
な

っ
て
い
た
。

一
方
、
奈
良
時
代
後
半

(平
城
還
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都
頃
か
)
に
な
り
、
新
た
に
Y
区
に
礎
石
建
物
よ
り
な
る
官
衙
ブ

ロ
ッ

ク
が
X
区
と
と
も
に
造
営
さ
れ
、
そ
の
Y
区
も
式
部
省
の
施
設
と
な

っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
X

・
Y
区
の
施
設
は
奈
良
時
代
末
ま
で
存
続
し

た
。
Z
区
は
そ
の
後
、
奈
良
時
代
末
期
に
大
幅
に
改
造
さ
れ
て
、
式

部
省
で
は
な
く
な
り
、
神
祇
官
と
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
Y
区
と
Z
区

の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
式
部
省

の
移

転
を
示
す
の
で
は
な
く
、
Y
区
は
新
た
な
要
素
を
も

つ
空
間
と
し
て

成
立
し
た
と
見
る
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
、
奈
良
時
代
後
半
に
は
Y
区

・

Z
区
西
半
が
と
も
に
式
部
省
管
轄
の
空
間
と
し
て
併
存
し
て
い
た
で

あ
ろ
う

こ
と
が
指
摘

で
き
る
。

以
下

に
お
い
て
は
、

こ
の
併
存
し
た
式
部
省
の
二
つ
の
空
間
の
意

味
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
が
、
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
Y
区
に
新

た
に
成
立
し
た
の
が
、
式
部
省
に
お
け
る
儀
式
空
間
と
し
て
の

「
式

部
曹
司
庁
」
で
あ
り
、

一
方
の
Z
区
は

一
貫
し
て
実
務
に
あ
た

っ
た

場
所
で
あ
り

「式
部
厨
」
と
し
て
両
者
を
区
別
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

そ
し

て
、
式
部
曹
司
庁

の
成
立
を
促
し
た
要
因
と
し
て
、

一
つ
は

式
部
省

に
お
け
る
考
問
の
儀
式
化
、
も
う

一
つ
は
そ
の
前
提
と
し
て

の
考
課

の
形
式
化
を
考
え
て
い
る
。

二
、
考
選
制
度
の
変
質

式

部

省

の
主

要

な

仕

事

は
、

職

員

令

の
式

部

卿

の
条

に
規

定

さ

れ

て

い
る

。

式

部

省

管
二寮
二
一。

卿

一
人

掌
、
内
外
文
官
名
帳
、
考
課

選
叙
、

礼
儀
、
版
位
、
位
記
、
校
二
定
勲
績
一、
論
・功
封
賞
、
朝
集
、
学
校
、
策
二
試
貢

人
一、
禄
賜
、
假
使
、
補
二任
家
争

、
功
臣
家
伝
事
。
大

輔

一
人
。

少

輔

一

人

。

大

丞

二
人

掌
、
勘
二
間
考
謬

、
余
同
・
中
務
大
丞
一。
少

丞

二

人

掌
同
二大
丞
一。
大

録

一
人

。

少

録

三
人

。

史

生

二
十

人

。

省

掌

二

人

。

使

部

八

十

人

。

直

丁
五

人

。

こ

こ

で

は
内

外

文

官

名

帳

以
下

、

功

臣

家

伝

ま

で
十

五

項

目

が

列

挙

さ

れ

て

い

る

が
、

お

お

む

ね
官

人

の
人

事

に
関

わ

る
も

の
と

、

朝

廷

の
礼

儀

に
関

わ

る

も

の

に
大

別

で
き

る
。

特

に
文

官

官

人

の
人

事

を

担

当

す

る

こ

と

か

ら
、

八
省

の
中

で
最

も
重
要

視

さ
れ

た
官

で
あ

っ

た

。

そ

の

こ

と

は
任

官

者

の
位

階
を
他

の
省

と
比

較
す

る

こ
と

に
よ

っ

て
指

摘

さ
れ

て
い

る

し
、

ま

た
、

奈

良

時

代

に

は
有

力

者

が
相

次

い

で
式

部

卿

を

歴

任

し

て

い
る

こ
と

も

そ

れ

を
示

唆

し

て

い
る

(長

屋

王

、

藤

原

武

智

麻

呂
、

宇

合
、

仲

麻

呂
、

百

川

な

ど
)
。

官

人

の
人

事

の
中

で
も

中

心

を

な

す

の
は
考

課

と
選
叙

で
あ

る
が
、

そ

の
方

法

に

つ
い

て
は

考

課

令

・
選
叙

令

に
く

わ

し

く
規

定

さ

れ
、
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そ

れ

ら

を

も

と

に
し

た

野

村

忠

夫

氏

に

よ

る
詳

細

な
研

究

が
あ

っ
て
、

我

々

は

そ

の
成

果

を

共

有

し

て

い

る
。

た

だ

し
、

野

村

氏

の
研

究

は

考

課

・
選
叙

の
完

成

さ

れ

た

シ

ス
テ

ム

の
解

明

に
力
を

注

い
で
お

り
、

た

あ

に
大

宝

律

令

成

立

以

後

の
実

態

と

そ

の
変

質

と

い
う

観

点

か

ら

み

る

と
、

検

討

の
余

地

を

残

し

て
お

り
、

か

つ
て
拙

稿

「
考

課

木

簡

の
再

検

討

」

に
お

い

て
新

史

料

を

材

料

と

し

な

が

ら

、

そ
う

し

た
点

を

指

摘

し

た

こ
と

が

あ

る
。

以

下

そ

の
要

点

を

か

い

つ
ま

ん

で
繰

り

返

し

て

お

く

。

ま

ず
、

通

説

的

理

解

と

な

っ
て

い

た
野

村

氏

の
研

究

を

要

約

す

れ

ば

お

お

よ

そ

次

の
よ

う

に
な

る
。

i
考

課

と

選

叙

(
考

選

)

に

つ
い

て

は
、

律

令

に
き

わ

あ

て
詳

細

な
規

定

が

あ

る

。

そ
れ

に

よ
れ

ば

、

古

代

官

人

は
毎

年

、

所

属

官

司

D
三
又
曹

こ
よ

る

助

努

浮

セ

へ
考
重
小
ノ

弊
一丁
な

b

㍑
、

そ

n

を

敦

羊

責

(
ーー■」'ー
ー

⊂

註
[一一一ブ
ご一一一r
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/
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み
重

ね

る

と

昇

進

の
機

会

が

巡

っ
て
き

て
、

そ

の
間

の
評

価

を

総

合

し

て
新

た

な

位

階

を

授

か

る

(
選

叙

)
。

そ

の

考

課

・
選

叙

と

も

に

長

官

個

人

の
裁

量

を

出

来

る
だ

け

排

す

る

よ

う

に
ポ

イ

ン
ト
が

明

確

に

さ

れ

、

恣

意

的

な

叙

位

が

行

な

わ

れ
な

い

よ

う

配

慮

さ

れ

た

も

の

で
あ

っ
た

。

i

正

倉

院

文

書

の
中

に
、

奈

良

時

代

前

期

の
考

課

の
結

果

を

報

告

し

た
文

書

「
考

文

」

の
断

片

が

残

っ
て

お

り
、

そ

こ

で
は

長

上

官

は

す

べ
て

「
中
上
」
と
評
価
が
固
定
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

…皿
ま
た
平
城
宮
か
ら
出
土
し
た
考
課
木
簡

を
見
て
も
、
長
上
官

の

評
価
は

「
中
上
」、
番
上
官
は
殆
ど
が

「上
」

と
な

っ
て
い
て
、

そ

れ
以
外

の
評
価
を
得
る
こ
と
は
極
め
て
少
な

い
。

●W
以
上
か
ら
、
古
代
の
考
課

・
選
叙
は
詳
細
な
規
定
は
あ
る
も
の

の
、
実
際

に
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
長
上
官
は

「中
上
」、

番
上
官
は

「
上
」
に
な
る
こ
と
が
決
ま

っ
て
お
り
、

一
人

一
人
に

つ

い
て
実
質
的

に
勤
務
状
況
に
応
じ
た
考
課
を
行
な

っ
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
以
下
の
諸
点
を
指
摘
し
た
。

1
考
課
木
簡
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
平
城
宮
第

三
二
次
補
足
調
査
に
加
え
、
新
た
に
第

一
五
五
次
調
査
出
土
木
簡
が

七
上
し
ヒ
o

こ
π
ら
こ
ぱ
、
袈
曳
寺
ざ
打
胡

D
も
D
と
麦
朝
D
も
D

が
あ
り
、
比
較
検
討
が
可
能

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
考
課
の
等

第
が
前
期

に
お
い
て
は
長
上
官
が

「
中
上
」

「
中
中
」
、
番
上
官

は

「
上
」
「中
」
「下
」
な
ど
各
種
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
後
期
に
な
る

と
、
し
だ
い
に

「中
上
」
と

「上
」
の
比
率

が
高
く
な
る
傾
向
が
見

ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
去
年
と
比

べ
て
今
年

が
ど
う
か
、
と
い
う
比

較
評
価
を
示
す
木
簡

(
「去
上
」
「今
上
」
)
は
前
期

に
は
な
く
、
後

期
に
な

っ
て
登
場
す
る
こ
と
も
二
次
的
な
も

の
と
見
ら
れ
る
。
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H
正
倉

院
文
書
の
考
文
に
つ
い
て
は
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
年

代
は
奈
良

時
代
前
期
の
も
の
と
見
て
よ
い
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
こ
れ

ま
で
奈
良
時
代
前
期
か
ら
評
価
が
全

て

「中
上
」

で
あ

っ
た
こ
と
の

根
拠

に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
考
文

の
書
式
を
検
討
す
る
と
、
こ

れ
は
考
文

の

「中
上
」
部
分
の
み
が
残
存
し
た
の
で
あ

っ
て
、
全
て

の
官
人
が

「中
上
」
だ

っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
。

皿
奈
良
時
代
前
期
の
考
課

の
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
が
次
の

続
日
本
紀
和
銅
五
年
五
月
乙
酉
条

で
あ
る
。

詔
二
諸
司
主
典
以
上
井
諸
国
朝
集
使
等

一日
。

制
レ
法
以
来
、
年

月
滝
久
、
未
レ熟
二律
令

一、
多
有
二過
失

一。
自
今
以
後
、
若
有
二

違

レ令
者
一、
即
准
二其
犯

一、
依
レ律
科
断
。
其
弾
正
者
、
月
別

三
度
、
巡
二察
諸
司

一、
糺
二
正
非
違

一。
若
有
二廃
閾

一者
、

傍

具
二
事
状

一、
移
二
送
式
部

一、
考

日
勘
問
。
又
国
司
因
二
公
事

一

入

・京
者
、
宜
乙
差
下堪
・知
・
其
事
一者
上
。
充
甲
・使
、
使
人
亦
宜
下

問

二知
事
状

一、
井
惣
中知
在
レ任
以
来
年
別
状
　
上。
随
・問
弁
答
、

不
・得
二擬
滞
一。
若
有
二
不
レ尽
者
一、
所
由
官
人
及
使
人
、
並

准

レ上
科
断
。
自
今
以
後
、
毎
年
、
遣
二
巡
察
使
一、
検
二
校
国
内

豊

倹
得
失

一。
宜
F使
者
至
日
、
意
存
二公
平

一、
直
告
莫
上
レ隠
。

若
有
二経
・問
発
覚

}者
、
科
断
如
・前
。
凡
国
司
、
毎
年
、
実
」

録
官
人
等
功
過
行
能
井
景
　
一、

皆
附
二考
状
一、
申
二
送
式
部

省

一。
省
、
宜
・勘
二会
巡
察
所
見

}。

こ
れ
は
、

こ
の
頃

に
考
課
制
度
を
厳
密

に
実
施
す
べ
き
こ
と
を
改

め
て
命
じ
た
も
の
で
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
式
部
省
に
よ

る
考
問

(考
文

に
つ
い
て
の
勘
問
)
と
巡
察
使
に
よ
る
知
見
と
を
重

視
し
、
そ
の
際
の
材
料
を
整
え
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

W
し
た
が

っ
て
、
野
村
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
律
令
に
規
定
さ

れ
た
考
選
法
が
古
代
を
通
じ
て
大
き
な
変
化

は
な
く
、
実
際
の
運
用

に
お
い
て
は
機
械
的
に
評
価
が
な
さ
れ
、
考
選
法
が
当
初
か
ら
形
式

化
し
て
い
た
と
い
う
点
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
奈
良
時

代
、
特
に
そ
の
前
期
に
は
実
態
に
即
し
た
厳
密
な
考
課
が
行
な
わ
れ

て
お
り
、
木
簡
を
用
い
た
評
価
、
式
部
省
に
よ
る
勘
問
も
実
質
的
な

意
味
を
も

っ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
そ
れ
が
、
奈
良
時
代
後
期
以
降

に
な
る
と
、
官
人
は
大
過
な
く
過
ご
せ
ば

「中
上
」
を
得
ら
れ
る
と

い
う
よ
う
に
、
し
だ
い
に
評
価
の
幅
が
狭
ま

っ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
皿
の
史
料
に

「
考
状
」
と

い
う
文
書
が
見
え
、

こ

れ
は
考
文

の
内
容
を
式
部
省
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て

機
能
し
た
付
属
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
考
状
は
奈

良
末
期
以
降
史
料
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う

こ
と
も
、
考
課
制
度
の

形
骸
化
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
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つ
ま
り
、
式
部
省
の
業
務
に
密
接
に
関
わ
る
官
人
の
考
課
が
、
奈

良
時
代

の
間
に
し
だ
い
に
形
式
化
し
て
い

っ
た
と
い
う
変
化
を
重
視

し
た
い
の
で
あ
る
。

旧
稿
発
表
時
点
で
は
、
公
刊
さ
れ
た
考
課
木
簡

の
デ
ー
タ
が
そ
れ

ほ
ど
多
く
な
か

っ
た
が
、
そ
の
後
第
三
二
次
補
足
調
査

の
木
簡
に
つ

い
て

『平
城
宮
木
簡
五
』
(『平
五
』
と
略
す
)
が
刊
行
さ
れ
、
ま
た

(表

一
)
考
課

の
評
価
別

の
件
数

出
土遺

構
(
出
典、

年
代)

上

中

下

中
上

中
中

S
D

四
一

〇
〇
A
(
『城

一

八
』

神
亀
五年以前)

○

○

一

○

○

S
D
一
一

六
四
〇
(
『城

一

八
』

『城

四
』神亀五年以前)

一

一

二

一

一

二

S
D
一

二

五
〇
(
『城

一

八
』

年
代
不
明)

○

○

○

一

○

S
E
一

四
六
九
〇
(
『城

二

六
』

天

平
初年頃)

一

五

八

○

一

七

二

S
D

四
一

〇
〇
C
(
『平

四
』

天
平

宝
字～神護景雲頃)

=
=

一

〇

○

四

一

S
D

四
一

〇
〇
C

(
『平

五
』

天
平

宝
字～神護景雲頃)

七八

一

五

○

一

○

S
D
四
七
五
〇
(
長
屋
王
家
木
簡
『
城
二八』霊亀以前)

二

○

○

○

○

S
D
五
三
〇
〇
(
二
条
大
路
木
簡
『
城
三〇』天平十二年以前)

六

一

○

三

一

S
D
五
一

〇
〇

(
『

城
三

〇
』

『
三
二
』『三三』同右)

四
五

一

二

○

○

○

前
節
の
Z
区
で
検
出
さ
れ
た
井
戸
S
E

一
四
九
六
〇
の
木
簡
が

『平

城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
二
十
六
』
(『
城
二
六
』
と
略
す
)

に

掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
等
第
を
記
す
木
簡
の
数
が
増
加
し
た
。

さ
ら
に
、
参
考
ま
で
に
長
屋
王
家
木
簡

・
二
条
大
路
木
簡
の
考
課
木

簡
も
併
せ
て
、
改
め
て
奈
良
時
代
に
お
け
る
考
課
の
評
定
状
況
を
集

計
す
る
と
表

(
一
)
の
よ
う
に
な
る
。

デ
ー
タ
の
性
格
も
あ

っ
て
、

一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
お
お
よ
そ
、

奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
長
上
官
で
は

「
中
上
」
、
番
上
官

で
は

「上
」
が
優
勢

で
は
あ
る
も
の
の
、
「中
中
」
「
中
」

と
い

っ
た
他

の

評
価
も
あ
り
得
た
こ
と
。
年
代
で
み
る
と
、
奈
良
時
代
前
期
に
比
べ
、

後
期
の
ほ
う
が
よ
り
評
価
が
甘
く
な

っ
て
、
「中
上
」
「上
」
の
優
勢

が
強
ま
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
指
摘

で
き
よ
う
。
そ
う
し
た

評
価
の
幅
が
狭
く
な

っ
た
結
果
、
平
安
時
代

に
な
る
と
、
長
上
官
は

皆

「
中
上
」
に
固
定
し
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
考
問
の
儀
式
化

各
官
司
で
は
、
毎
年
の
考
課
が
定
ま
る
と
、
そ
の
結
果
を
考
文
と

い
う
文
書
に
記
録
し
て
太
政
官
に
送
り
、
文
官
に

つ
い
て
の
考
文
は

式
部
省

へ
回

っ
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
が
式
部
省

で
の
作
業
と
な
る
。
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考
課

に
お
け
る
評
価
の
実
態
が
前
記
の
よ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
報
告
を
受
け
て
考
文
の
審
査
を
す
る
式
部
省

の
仕
事
も
そ
れ
に

連
動
し

て
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

弘
仁
式

以
前
に
お
け
る
考
課
と
選
叙
の
手
続
き
を
ま
と
め
た
の
が

次
の
表

(二
)
で
あ
る
。
史
料
と
し
て
は
考
課
令

・
選
叙
令

・
弘
仁

式
お
よ
び
延
喜
式
な
ど
に
基
づ
く
が
、
年
明
け
以
降

の
日
付
が
弘
仁

式
と
延
喜
式
と
で
若
干
異
な
る
ほ
か
は
大
き
な
違

い
は
な
い
。
特
に

令
の
規
定

と
弘
仁
式
と
は
そ
の
日
程
が
連
続
し
て
説
明
し
う
る
か
ら
、

弘
仁
式
に
見
え
る

一
連
の
手
順
は
、
基
本
的
に
は
奈
良
時
代
以
来
の

姿
を
伝
え

て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
の
表

の
中

で
特
に
注
目
し
た
い
の
が
、
十
月
か
ら
十
二
月
に
か

け
て
式
部
省

の
仕
事
に
大
き
く
か
か
わ
る
考
問
と
引
唱
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
そ
の
点
を
具
体
的
に
示
す
史
料
で
あ
る
弘
仁
式
部
式
考
間
引

唱
条
を
取

り
上
げ
て
、
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
長
文

に
わ
た
る
の

で
、
内
容
を
区
分
し
な
が
ら
以
下
に
全
文
を
掲
げ
る

(割
書
は
省
略

し
、
段
落
毎
に
通
し
番
号
を
付
け
た
)。

①
毎
年
十
月

一
日
、
諸
司
畿
内
職
事
考
選
文
進
二
左
弁
官
一。
二
日
、

下
レ省
。
是
日
諸
司
畿
内
亦
以
二
番
上
考
選
文

一進
・省
。
三
日
、
諸

家
進
二
家
司
井
雑
色
人
等
考
選
文

一。

②

詑

、

専

当

丞

録

分

二
史

生

位

子

↓為

二
十

番

一、

校

・
考

。

番

別

各

有

二

人

数

一。

長

上

選

、

番

上

選

亦

各

有

二
人
数

一。

総

二
計
考

文

一、
分

」

配

十

番

…。

其

一
番

先

取

二
神

祇
官

考

文

一、

六

日
以

前

校

了

。

③

七

日
質

明
、

舗

二
設

於

朝

堂

井

南

廊

内

一。

卿

以

下

就

・
座

。

史

生

預

以

二
功

過

簡

↓、

置

二
輔

丞

座

前

一。

神

祇

官

副

以

下
史

生

以
上

、

以

レ
次

入

・自

二
興

礼

門

　就

二
廊

下

座

・。

④

丞

命

・
録

日

、

令

・
召

二
候

司

一。

録

称

唯

転

二
告

史

生

一。

史

生

称

唯

喚

二
省

掌

一。

省

掌

称

唯

、

即
命

日
。

令

レ
奉

二
上

候

司

一。

省

掌

称

唯

伝

告

。

副
先

称

唯

、

次

祐
史

倶

称

唯

。

進

就

二
版

位

一。

立

定

丞

命

日
。

召

・
之

。

副

先

称

唯

。

祐

史

次

レ之

。

副

先

登

就

・
床

。

祐

史

次

・
之

。

⑤

座

定

丞

命

・
録

日

。

申

・
之

。

録

先

披

二
番

上

考

文

一
読

申

。

丞

随

・
状

勘

問

。

若

無

二
勘

出

一、

則

丞
又

命

二
長

上

一申

レ
之

。

録

亦

披

・

考

文

一読

申

、

若

有

二
乖

失

一随

即

勘

問

。

副

及

祐

史

各

為

二
弁

答

一、

問

各

有

二
其

序

一。

答

亦

有

二
其

詞

一
。

自

余

諸

司

及

朝

集

使

亦

如

・
之

。

惣

勘

了
、

丞

以

・
状

申

・輔

。

輔

判

与

奪

、

丞

乃

丞

伝

、

副

先

称

唯

、

祐

史

倶

称

唯

、

昇
降

已
詑

、

丞
判

命

乃
。

副
先

称

唯

、

次

祐

史

倶

称

唯

、

以

・
次

退

出

。

⑥

退

二
於

曹

司

一引

二
唱

考

人

一。

若

有

二
不

・
堪

・
参

者

一、

史

執

二
其

名

簿

一就

二
版

位

一申

・
之

、

丞
命

進

レ
之

。

史

称

唯

、

就

二
録

後

一進

。
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表

(二
)
弘
仁
式
以
前
の
考
選
手
続
き

考

課

選

叙

八
月
三
〇
日
以
前

本
司
の
長
官
が
本
人
を
前
に
し
て、

考
を
定
め
る
(
考
課
令
内
外
官条

)

本
司
が
校
定
(
選
叙
令応

叙
条)

九
月
一

～
三
〇
日

本
司
で
考
文

等を

作成

し、

京
官
は
十
月
一

日
以

前、

外

官
は

十
一

月
一日以前に太政官に送る(同右)

本
司
で
選
文
を
作
成
し、

京
官
は

十
月
一

日
以
前、

外

官
は

十
一

月
一

日以前に太政官に送る(考課令内外官条)

十
月
一

～
三

十
日

京
官
の
考
文を

省
で
校定

し、

の
ち
官
司
単
位
で
考
問、

つ
い
で
考
人
を引唱する(弘仁式部式考間引唱条)

京
官
の
選
文
を
省
で
校
定
す
る
(
弘
仁
式
部
式
考
間
引
唱
条)

十
一

月
一

～
三

十
日

外
官
の
考文

を
省
で
校
定、

の
ち
朝
集
使
を
考
問
(
同
右)

外
官
の
選
文
を
省
で
校
定
す
る
(
同
右)

十
二

月
一

～
三

十
日

省
で

考目

録
・

考
別
記
を
作
成
す
る
(
同
右)

省
で、

選
目
録
・

選
別
記
・

短
冊
を
作
成
す
る
(
同
右)

一

月
三

日
*

i

省、

考目

録
を

太
政
官
に

提
出
す
る
(
同
・

考
選

目録

条)

省、

選
目
録
を
太
政
官
に
提
出
す
る
(
同
・

考
選
目
録
条)

一

月～

三

月
*

h

太
政
官
で
選
を
校
定
す
る
(
選
叙
令
応
叙
条)

期
日
*
…
皿

長
上
官
を
太
政
官
で、

番
上
官
を
省
で
列
見
す
る
(
弘
仁
式
部
式
列
見
条)

の
ち

省
で
擬
階

作業

に
か
か
り、

成
選
擬
階
短
冊
・

擬
階
簿
を
作
成
す
る
(同

・成選短冊条)

四

月

十
一

日
*
●
W

太
政官

が
擬階

奏
を
行
な
う
(
同
右)

の

ち
*

V

省、

位
記案

を
作
成
し、

太
政
官
に
印
を
請
う
(
同
・

授
位
記
条)

吉

日
*
.

W

太

政官

に
お
い
て、

成
選
人
に
位
記
を

授与

す
る
(
同
右)

延
喜
式
で
の
変
更
点

*

i

:
二

月

十

日

*

v

:
四
月

十

一
日

*
i

:
太

政
官

で
の
校
定
は
行
な
わ
れ
な

い

*
.W
:
四
月
十
五
日

*
…m
:
二
月

十

一
日

*
●W

:
四
月

七

日
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録
読
申
、
輔
判
命
之
。
録
称
唯
、
丞
判
命
之
、
史
称
唯
退
出
。

⑦
省
掌
引
二祐
以
下
使
部
以
上
考
人

…、
且
称
一容
止
一、
入
屯
二中
庭

一。

立
定
輔
命
唱
之
。
専
当
録
称
唯
、
先
披
二
職
事
考
文
一唱
之
、
祐
以

下
随

レ唱
称
唯
、
進
就
二
版
位

一。

⑧
録
宣
三
不
日
数
井
善
最

}、

以
・次
引
唱
。
毎
レ満
二
十
人
一。
省
掌

称
二直

立
一。
考
人
倶
称
唯
、
就
二直
立
位

一。
並
如
二
常
儀

一。
職
事

唱
了
、
丞
判
命
之
。
倶
称
唯
退
出
。

⑨
録
復
披
二番
上
考
文

一唱
之
。
史
生
以
下
称
唯
、

就
二
版
位

一。

録

宣
二示

日
数
行
事
一、
毎
レ満
二
十
人
一。
亦
称
二直
立

一。
唱
了
、

丞

唱
二省
掌
名

一日
。
退
之
。
省
掌
伝
告
、
考
人
倶
称
唯
、
以
レ
次
退

出
。

⑩
其
不

・到
者
、
引
唱
之
後
限
以
三
二
日
一、
如
二列
見
儀

一。
遂
不
・
到

者
判
降
如
・式
。

⑪
自
余

諸
司
、
不
レ論
二前
後

一随
勘
了
且
問
、
其
日
質
明
、
省
掌
鋪
引

設
床

畳
於
曹
司
庁
井
省
掌
座
東

一。
共
皆
北
面
。
輔
以
下
就
・座
。

詑
中

務
輔
丞
録
以
レ次
就
二省
掌
東
座

一。
丞
命
・録
。
令
レ奉

上
候

司

一。
録
称
唯
命
二史
生

↓。
史
生
命
二
省
掌
一。
省
掌
承
伝
。

中
務

輔
以
下
依
・次
称
唯
、
進
就
二版
位

一。
並
如
二
前
儀
一。
丞
命
召
之
。

以
・次
称
唯
、
登
就
レ座
。

⑫
省
掌
命

二所
管
諸
司
一、
以
・次
参
上
、
所
管
進
就

版

位

一。

丞
命

召
之
。
昇
就
・座
及
丞
命
・録
読
申
。
並
如
二
前
儀
～。
若
有
レ不
レ当

即
問
二其
由
一。
所
管
不
・弁
乃
問
二中
務

一。

亦
如
二
前
儀
一。

輔
判

与
奪
。
丞
承
伝
。
中
務
輔
称
唯
、
二
司
六
位
以
下
倶
称
唯
、
詑
丞

判
命
之
。
所
管
称
唯
退
出
。
自
余
所
管
諸
司
、

以
レ次
考
問
、
詫

亦
退
出
。

⑬
省
掌
引
二中
務
井
所
管
諸
司
六
位
以
下
職
事
分
番
考
人

一、

入
唱

如
二前
儀

一。
職
事
唱
了
。
丞
判
命
之
。
倶
称
唯
退
出
。
次
唱
二
番

上
一、
毎
・満
二
五
十
人
一。
丞
命
二
省
掌
一、
且
命
退
出
。
自
余
諸
司

亦
准
二此
儀

一。
但
太
政
官
不
・在
二考
間
引
唱
之
例

皿。

⑭
其
在
京
諸
司
及
畿
内
国
司
十
月
計
日
以
前
校
定
了
。
大
宰
及
七
道

諸
国
司
十

一
月
計
日
以
前
校
定
詑
。

⑮
十
二
月
計
日
以
前
勘
二定
考
選
目
録

一。
已

詑
以
二
正
月
三
日
一申
引

一
一

送
太
政
官
一。
考
番
史
生
各
写
二考
別
記
一。
選
番
史
生
亦
写
二選
別

記
一。
兼
書
二
短
冊
一。
専
当
丞
執
・冊
、

録
執

別

記
一。
令
下
一史

生

一読
上
・案
。
共
相
計
会
。
知
・無
二失
謬

一、
以
候

一列
見

一。

ま
ず
、
①
諸
司

・
諸
家

・
畿
内
か
ら
考
文
と
選
文
が
式
部
省
に
集

ま

っ
て
く
る
。
②
式
部
省
で
は
担
当
官
を
分
割
し
て
、
考
文
と
選
文

の
校
定

(内
容
の
チ
ェ
ッ
ク
)
を
行
な
う
。

校
定
が
終
わ
れ
ば
次
の
作
業
と
な
る
考
問

に
う

つ
る
が
、
以
下
で

は
神
祇
官
の
考
文
に
対
す
る
考
問
手
続
を
例
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
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」

延
禄
堂

修式堂

L

厘
南 面

→1

」
興
礼
門

図5神 祇官に対する考問の場

ち
、
③

「朝
堂
井
南
廊
内
」

に
お
い
て
式
部
省
と
神
祇
官

の
担
当
者

の
座
を
用
意
し
、
式
部

の
卿
以
下
は
朝
堂
す
な
わ
ち
修
式
堂
の
座
に
、

神
祇

の
副
以
下
は
南
廊
内

の
座

に
着
く
。
④
式
部
側

の
指
示
に
し
た

が

っ
て
、
神
祇
の
副
以
下
は
座
を
た
ち
、
版
位

に
進
み
、
そ
の
後
、

朝
堂

の
床

に
つ
く
。
⑤
座
が
定
ま
る
と
、
式
部

の
録
が
神
祇
官
よ
り

提
出
さ
れ
た
考
文
を
読
み
上
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
式
部

の
丞
が
勘
問

し
、
神
祇
の
副

・
祐

・
史
が
答
え
る
。
質
疑
応
答
が
無
事
終
わ
る
と
、

式
部

の
輔
が
判
定
を
下
し
、
神
祇
の
副
以
下
は
称
唯
し
て
退
出
す
る
。

こ
う
し
た
あ
り
方
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
場
所

の
相
違
は
あ
れ

「自

余
の
諸
司
及
び
朝
集
使
」
も
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
を
朝
堂
院

の
図
で

示
す
と
、
図
5
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
神
祇
官

の
官
人
は
南
か
ら
興
礼

門
を
入
り
、
南
廊
に
着
座
の
後
、
版
位
を

へ
て
修
式
堂
に
昇
り
、
堂

1
に
麦
し
て
式
部
省
官
人
と
対
面
し
て
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

次
い
で
、
考
問
終
了
を
受
け
て
、
神
祇
官

の
す
べ
て
の
考
人
を
対

象
と
す
る
引
唱
に
う
つ
る
。
⑥
場
所
は
式
部
省
の

「曹
司
」
で
あ
る
。

先
に
引
唱
に
参
加
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
、
神
祇
の
史
が
名
簿
を
持

っ

て
参
入
し
、
式
部
の
輔
の
前
で
確
認
さ
れ
る
。
⑦
次
い
で
、
神
祇
の

祐
以
下
使
部
以
上

の
考
人
が
曹
司
の
中
庭
に
導
き
入
れ
ら
れ
、
考
文

が
読
み
上
げ
ら
れ
る
に
従

っ
て
版
位
に
つ
く
。
⑧
式
部
の
録
が
、

一
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人

一
人

に

つ
い
て

一
年
間
の

「
日
数
と
善
最
」
を
読
み
上
げ
、
十
人

単
位
に
称
唯
し
て
直
立
位
に
立
ち
、
式
部
丞
の
判
定
を
受
け
、
そ
の

後
退
出
す
る
。
⑨
神
祇
官
の
番
上
官
も
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
を
行
な

う
。
⑩

は
引
唱
に
来
な
か

っ
た
者
の
処
遇
で
あ
る
。
以
上
が
神
祇
官

を
対
象
と
し
た
考
問
と
引
唱
で
あ
る
。

⑪
そ
れ
以
外
の
官
司
に
つ
い
て
は
、
式
部
省
で
の
校
定
が
終
わ
り

次
第
、
順
次
考
問
を
行
な
う
。
そ
の
場
所
は
、
神
祇
官
の
場
合
と
異

な
り
、
式
部
省
の

「曹
司
庁
」

で
あ
る
。
以
下
の
説
明
は
中
務
省
を

例
と
し

て
い
る
。
式
部

の
輔
以
下
が
堂
上
の
座
に
つ
く
と
、
中
務
の

輔
以
下
が
入
り
省
掌
の
東
の
座

に
つ
く
。
式
部
の
指
示
に
よ
っ
て
、

中
務
の
輔
以
下
は
版
位
を

へ
て
堂
上

の
座
に
つ
く
。
⑫
次
い
で
、
中

務
所
管

の
諸
司
も
同
様
に
堂
上

の
座
に

つ
く
。
そ
こ
で
、
式
部
に
よ

る
質
疑
、
中
務
の
応
答
が
行
な
わ
れ
、
式
部
の
輔
が
判
定
を
下
す
。

式
部
丞
が
そ
れ
を
伝
え
る
と
、
中
務

の
輔
以
下
、
称
唯
し
て
退
出
す

る
。
中
務
所
管
諸
司
も
同
じ
。

⑬
考
問
の
の
ち
引
唱
と
な
る
。
中
務
お
よ
び
所
管
の
六
位
以
下
の

考
人
が
式
部
の
省
掌
に
率
い
ら
れ
て

「曹
司
」
に
参
入
す
る
。
神
祇

官

の
場
合
と
同
様
に
個
々
人
を
確
認
の
の
ち
、
式
部
の
丞
が
判
定
し
、

退
出
す
る
。
但
し
、
番
上
官
は
五
十
人
を

一
単
位
と
す
る
。
ま
た
、

太
政
官
は
考
問

・
引
唱
の
対
象
外
で
あ
る
。

⑭
は
校
定

(考
問

・
引
唱
を
含
む
)
の
終
了
期
限
を
示
し
、
⑮
は

そ
の
後
の
手
続
き
で
、
式
部
省
で
は

「
考
目
録
」
「選
目
録
」
「考
別

記
」
「選
別
記
」
「短
冊
」
な
ど
を
作
成
し
て
太
政
官

に
提
出
し
、
列

見
の
準
備
と
す
る
。

や
や
煩
珀
に
わ
た

っ
た
が
、
以
上

の
よ
う
な
平
安
時
代
の
式
部
省

に
お
け
る
考
選
の
仕
事
を
追

っ
て
み
る
と
、

い
く

つ
か
の
注
目
す
べ

き
点
が
見
い
だ
せ
る
。

ま
ず
、

一
連
の
行
事
が
行
な
わ
れ
た
場
所

と
し
て
、

a
神
祇
官
の

考
問
を
行
な
う
場
と
し
て
の
朝
堂

(修
式
堂
)
、

b
各
省

の
考
問
を

行
な
う
曹
司
庁
、

c
神
祇
官
お
よ
び
各
省

の
引
唱
を
行
な
う
場
と
し

て
の
曹
司
、
d
省
内

で
、
考
文
や
選
文

の
内
容
を
校
定
し
、
考
選
目

録
や
考
選
別
記

・
短
冊
な
ど
を
作
成
す
る
場
、
と
い

っ
た
四
つ
が
あ

げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
う
ち
b
の
曹
司
庁
と
c
の
曹
司
と
は
、

儀
式
が
堂
内

で
行
な
わ
れ
る
b
と
屋
外
の
庭
を
使
う
c
の
違
い
に
よ
っ

て
、
前
者
を
建
物
を
主
と
し
て

「曹
司
庁
」

と
表
現
し
た
と
見
ら
れ

る
か
ら
、
お
そ
ら
く
同

一
の
区
画
を
指
す
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ

し
、
そ
れ
と
d
と
は
別
の
場
所
と
考
え
た
方

が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
b

(
11
c
)

に
は
中
庭
が
あ
り
、
版
位
を
置
く
場
所
が
あ
り
、

そ
し
て
引
唱

の
場
合

に
は
数
多
く
の
官
人
が
参
入
す
る
こ
と
の
で
き

一25一



る
空

間

を

も

っ
て
い

る

と

い
う

特

徴

が

あ

る
。

そ

こ

で
行

な

わ

れ

た

考

問

・
引

唱

の
あ

り
方

か

ら

見

て
も

、

曹

司

(
庁

)

と

い

う

の
は
朝

堂

院

と

は
別

の

「
儀

式

の
場

」

と

な

っ
て

い

る

の

で
あ

る
。

一
方

、

式

部

官

人

が
考

課

と

選
叙

に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ

れ
十

番

つ

つ
に
分

か

れ

、

分

担

し

て
膨

大

な
考

文

・
選

文

の

チ

ェ

ッ
ク
を

行

な

っ
た
場

所

は
、

そ

れ

と

は

別

で
あ

っ
て
、

実

務

を

行

な

う

べ
き
建

物

群

に
よ

っ

て
構

成

さ

れ

た

一
画

と
考

え

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

従

来

は
、

平
安

時

代

の
政

務

の
場

と

し

て
、

儀

式

は
朝

堂

で
、

実

務

は
曹

司

で
行

な

わ

れ

た

と

い
う

よ

う

に

い

わ

ば

二
重

構

造

で
考

え

ら

れ

て
き

た

が

、

右

に
見

た

式

部

省

の
例

か

ら

す

る

と
、

朝

堂

と

曹

司

の
中

の
儀

式

空

間

、

お

よ

び

曹

司

の
実

務

空

間

と

い

っ
た

三

重

構

造

で
と

ら

え

る

必

要

が

あ

る

よ
う

に
思

う
。

そ

し

て
、

こ

の
曹

司

に

・⊃
干
ノ
')
」
一
)
)

ロニ
日封
、・b
、

一二

つて
ヲ
コ
ド＼
q
J一目疑
q

ヂ
リ
,ナ
;
し
7D
一
一
つ
D
丸

漏

ヰ

ぴ
.}ノ℃
一
一
て
0
グ
コ
巨
拝
」ん

コ
ー窄
ノ午日
」ノ
P
r
一后
Zド
2
ー
.4

り/
.〈
一
一
'
6

一」
ぬ
に

省

区

画

、

す

な

わ

ち

「
式

部

省

」

と

「
式

部

厨

」

(
な

い
し

「
式

町
」
)

に
相

当

す

る
も

の
と

考

え

る
。

そ

の
場

合

の

「
厨

」

と

は

単

に
食

事

を

用

意

す

る
だ

け

で

は
な

く

、

官

人

た

ち

が

日

常

的

に
勤

務

し

て
実

務

を

行

な

う

場

所

で
あ

り
、

か

つ
食

事

を
取

る

場

所

で
あ

り

、

そ

の

た

め

の
施

設

も

あ

る
、

と

い

う

よ

う

に
広

い
意

味

に
解

す

べ
き

だ

と

考

え

る

。

右

の

よ
う

に
考

え

ら

れ

る

と

す

れ

ば

、

曹

司

の
中

の
儀

式

空

間

と

い
う

も

の
が

、

い
ず

れ

か

の
段

階

で
新

た

に
成
立

し

た

の

で
は

な

い

か

、

と

い

っ
た

想

定

が

可

能

と

な

る

。

注

目

す

べ
き

第

二

の
点

も

こ
れ

と

関

連

す

る

が
、

考

問

・
引

唱

の

内

容

を

み

る
と

、

神

祇

官

に
対

す

る

考

問

と

中

務
省

以

下

に
対

す

る

考

問

が

基

本

的

に
変

わ

ら

な

い

こ
と

で
あ

る
。

弘

仁
式

段

階

で
は
、

両

者

の
場

所

の
違

い

は
、

対

象

と

な

る

役

所

の
違

い

の
み

と

な

っ
て

い

る
が

、

あ

る

い

は
古

く

は
同

一
の
場

所

で
行

な

わ

れ

て

い
た

こ
と

が

時

代

が

降

る

に
し

た

が

っ
て
分

化

し

た

も

の
、
と
も

推
定

さ
れ

る
。

平

安

時

代

に
お

い

て
、

式

部

省

に
よ

る

考

問

の
際

に
、

対

象

と

な

る
官

司

の
弁

答

が

不

十

分

で
否

定

さ

れ

責

任

を

問

わ

れ

た

と

い

っ
た

例

は
聞

か

な

い
か

ら

、

実

質

的

な

審

議

を

行

な

っ
て

い
た

の
か

ど

う

か

、

甚

だ

疑

わ

し

い
。

し

か

も

、

前

章

で
も

述

べ
た

よ

う

に
、

平

安

寺

℃

}
=
O
・
ζ

ま
、

皆

果

D
平

石

、、ハ

「
」F
ヒ

一
と

珂

セ

4
ζ

ハ
ヒ

D

ロロ
ーκ1
-

」イ
し

}
`

』バ
ニニロ
`
一…
ロ
看

プ〈

一
[

皿L

(
「旧
卜仁ノ
ー

}
嵐

「1
(

で

あ

る

か

ら
、

考

問

自

体

が

ほ
と

ん
ど

形

式

的

な

も

の

で
あ

っ
た

と

見

ら

れ

る
。

と

こ

ろ

が
、

こ
れ
を

奈

良

時

代

前

期

に
遡

ら

せ

る
と

、

前

掲

和

銅

五
年

五
月

乙
酉

紀

に
見

ら

れ

る

よ

う

に
、

式

部

省

に

よ

る
考

問

は
本

来

は
厳

し

く
追

求

さ

れ

る

べ
き
重

要

な

政

務

だ

っ
た

こ
と

が
わ

か

る
。

そ

こ
に

は

関

係

書
類

の

み

な

ら

ず
、

巡

察

使

に

よ

る
所

見

も

報

告

さ

れ

て
併

せ
勘

問

す

る

と

い
う

よ

う

に
、

実

質

的

な

審

議

が
な

さ

れ

て

一26一



い
た
こ
と
を
知
り
う
る
。
と
す
れ
ば
、
確
実
な
根
拠
は
な
い
が
、
本

来
、

こ
う
し
た
式
部
省
に
よ
る
考
問
は
、
全

て
が
朝
堂

で
行
な
わ
れ

て
お
り
、

そ
の

一
部
が
後
に
曹
司

の
方

へ
う

つ
さ
れ
た
と
い
う
推
定

が
蓋
然
性
が
高
い
も
の
と
思
う
。

こ
う
し
た
点
は
、
朝
堂
と
曹
司
と

の
本
質
、
と
い
っ
た
吉
川
氏
が
指
摘
さ
れ
た
議
論

に
関
わ
る
重
要
な

課
題
で
あ
り
、
な
お
検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、

一
つ
の
見
通
し

と
し
て
示
し
て
お
く
。

お
わ
り
に

1
式
部
曹
司
庁

の
成
立

1

こ
れ
ま

で
、
政
務
の
進
あ
方
や
そ
の
場
所

の
問
題
と
変
遷
に
つ
い

て
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
①

大
和
朝
廷

の
こ
ろ
に
は
、
天
皇

の
宮

に
有
力
豪
族
が
あ

つ
ま
り
、
後

の
朝
堂

に
相
当
す
る
よ
う
な
場
所

で
合
議
の
上
、
重
要
な
政
策
が
決

め
ら
れ
、

そ
れ
に
も
と
つ
い
て
氏
族
が
分
担
し
て
職
務
を
執
行
し
て

い
た
。
②
律
令
が
成
立
し
、
官
司
制
度
が
整
う
に
伴

っ
て
、
藤
原
宮

に
お
い
て
、
あ
ら
た
に
曹
司
が
成
立
し
、
そ
こ
が
実
務
の
場
と
な
り
、

朝
堂
に
お
け
る
朝
政
の
儀
式
化
が
は
じ
ま

っ
た
。
③
平
城
宮
の
頃
に

は
そ
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
ま
り
、
長
岡
宮
な
い
し
平
安
宮
に
お
い
て
、

厨
ま
た

は
厨
町
が
宮

の
内
外

に
成
立
し
、
実
務
の
重
点
が
そ
ち
ら
に

移

っ
て
ゆ
く
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
う
ち
②
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
で
紹
介
し
た
吉
川
報
告
が

問
題
提
起
を
行
な
い
、
ま
た
③
に
つ
い
て
は
、
第

一
節
で
述
べ
た
よ

う
に
、
平
城
宮
内

で
式
部
厨

に
相
当
す
る
区
画
が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
、

あ
る
い
は
、
左
京
三
条
二
坊

一
坪
に
お
い
て
、
奈
良
時
代
末
に
太
政

官
厨
が
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
に
至
り
、
い
わ
ゆ
る

「官
衙
町
」
の
成
立
時
期
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
再
検
討

の
必
要
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭

に
お
い
て
、
平
城
宮
式
部
省
を
例
に
と

っ

て
、
曹
司
の
時
期
的
変
遷
を
考
え
て
み
た
。

第

一
節

で
は
、
平
城
宮

の
式
部
省
跡
と
推
定
さ
れ
る
場
所
の
発
掘

調
査
成
果
を
検
討
し
、
そ
の
変
化
に
注
目
し

て
記
述
し
た
。
第
二
節

で
は
、
奈
良
時
代

の
間
に
お
け
る
考
選
制
度

が
、
し
だ
い
に
実
態
を

は
な
れ
形
式
化
し
て
く
る
こ
と
を
述
べ
た
。

そ
し
て
第
三
節

で
は
平

安
時
代
に
お
け
る
式
部
省
の
業
務
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

の
儀
式
化
し
た
姿
か
ら
逆
に
奈
良
時
代
の
あ
り
方
を
推
定
し
た
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
結
論

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

式
部
省

に
お
け
る
官
人
の
考
選
制
度
は
、
奈
良
時
代
の
間
に
大
き
く

変
質
し
た
。
令
制
当
初
は
実
態
に
応
じ
て
個

々
の
官
人
に
対
す
る
厳

密
な
考
課
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
、
そ
れ
を
式
部
省
が
考
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問

と

い
う

チ

ェ
ッ
ク
を

す

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

考

課

の
実

を

あ

げ

、

綱

紀

粛

正

を

は
か

ろ

う
と

し

た
。

そ

の
平

城

宮

の
前

期

に
は

、

考

問

な

ど

は

朝

堂

で
、

そ

の
他

の
実

務

は
掘

立

柱

建

物

よ

り

構

成

さ

れ

る

曹

司

(
Z

区

)

で
行

な

わ

れ

て

い

た
も

の

と
推

定

で
き

る
。

と

こ
ろ

が
、

奈

良

時

代

後

期

以

降

に
な

る
と

し

だ

い

に
考

課

が

形
式

化

し
、

官

人

は
大

過

な

く

勤

務

す

れ

ば

「
中

上

」

が

も

ら

え

る

と

い

う

よ

う

に
、

実

質

的

な

評

価

が

下

さ

れ

る

こ
と

が
少

な

く

な

っ
た
。

そ

れ

に

伴

い
、

式

部

省

に
よ

る

考

問

も

緊

張

感

が
な

く
な

り
、

問
答

自

体

も

形

式

的

な

も

の

に
な

っ
た

で
あ

ろ

う
。

朝

堂

で
行

な

わ

れ

て

い
た
考

問

も
、

一
部

式

部

省

で
行

な

わ

れ

る

よ

う

に
な

っ
た
と
推

定

さ
れ

る
。

そ

し

て
、

そ

の
場

所

が

平

城

宮

の
発

掘

調

査

で
確

認

し

た
、

礎

石

建

物

に

よ

っ
て
構

成

さ

れ

る
式

部

省

(
Y
区

)

に
あ

た

る

と
考

え

る
。

つ
ま

つ
、

f

茎

ま
袋

蔓

寺

ざ

麦

明

こ
hよ
つ
て
、

弍

祁

彗

D
義

弍

七
亡
削

ワ
辱
⊂
ー

「

「「1r
}fU
一∠ノ
ー
nhμ
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`

「～

,

一「'
工
【
ノり
(
イ
ー
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と

し

て
新

た

に
成

立

し

た

、

と

考

え

る

の

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
、

Z
区

は
実

務

を

行

な

う

場

所

と

し

て
依

然

存

続

し

た

は

ず

で
あ

る
。

同

じ

く
式

部

省

と

い

っ
て
も

、

Y
区

と

Z
区

西

半

と

は
遺

構

を
比

較

す

る

と
、

大

き

く

異

な

る
。

掘

立

柱

建

物

と

礎

石

建

物

と

い

う
違

い

の
他

に

も

次

の
よ

う

な

点

が

注

目

さ

れ

る
。

Z
区

は
正

殿

と

も
言

う

べ

き
殿

舎

が

一
棟

あ

る

他

は
小

規

模

な

雑

舎

か

ら
構

成

さ

れ
、

建

物

配

置

に
規

則

性

な

ど

は

見

ら

れ

な

い
。

こ
れ

に
対

し

て

Y

区

は
前

述
の
よ
う
に
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
配
置
を
示
す
。
し
か
も
、
Y
区
の
場

合
、
正
殿
の
南
に
広
い
空
間
を
設
け
て
お
り
、
こ
れ
は
庭
を
中
央
に

置
い
て
、
そ
の
周
囲
に
殿
舎
を
配
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま

た
、
Z
区
西
半
に
は
木
簡
が
出
土
し
た
井
戸
が
存
在
す
る
が
、
Y
区

に
は
そ
う
し
た

「生
活
臭
」
が
な
い
。
Y
区
を
儀
式
空
間
と
考
え
る

所
以
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
用
語
を
借
用
し
て
Y
区
を

「
式
部
曹
司
庁
」
Z
区
を

「式
部
厨
」
と
仮
称
す
れ
ば
、
式
部
省
の
管
轄

す
る
場
が

「朝
堂
院

の
修
式
堂
」
「式
部
曹
司
庁
」
「
式
部
厨
」
と

い
う
三
重
構
造
と
な
る

の
は
、
こ
の
段
階
か
ら
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
考
課
の
等
第
の
固
定
化
、
考
問

の
形
式
化
、
礎
石
建
物

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
曹
司
の
儀
式
空
間
の
成
立
、
と
い

っ
た
三
者

ま
車
動
ケ
る
D
で
ち
り
、
寺
明
と
し
て
ま
袋
蔓
寺
ざ
D
麦
明
を
封
明

ー
、三
E:

(
,

(
-

日
雲

-

,
～

∠ノj
E
イ
(
そ
ー
く
二
農
ー
ノ

と
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

平
城
宮
内
に
お
い
て
、
礎
石
建
物
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
場
所
は
、

朝
堂
院
を
別
と
す
れ
ば
極
あ
て
限
定
さ
れ
る
。
本
文
で
述
べ
た
式
部

省

(Y
区
)
と
兵
部
省

(X
区
)
及
び
神
祇
官
推
定
地

(
Z
区
)
の

他

で
は
、
内
裏
の
東
で
検
出
さ
れ
た
縛
積
基
壇
上
に
建

つ
建
物
群
で

「太
政
官
」
と
仮
称
さ
れ
る

一
画
が
確
認
さ
れ

る
だ
け
で
あ
る
。

こ

れ
ら
が
、
二
官
八
省
ク
ラ
ス
の
官
衙
を
示
す
と
す
れ
ば
、
未
発
掘
地
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に
も
な
お

い
く

つ
か
の
礎
石
建
物
の
区
画
が
存
在
す
る
可
能
性
は
高

い
。
し
か

し
、
注
意
し
た
い
の
は
、
現
在
ま

で
検
出

し
た
四
例
は

「太
政
官
」
も
含
め
て
、
全
て
が
奈
良
時
代
前
期

に
は
遡
ら
ず
、
後

期
以
降

に
な

っ
て
か
ら
礎
石
建
物
と
な

っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
た
ん
に
建
物
の
様
式
が
変
更

に
な

っ
た
と
か
、
建
物
の
格

が
上
が

っ
た
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
各
曹
司
に
お
け
る
政
務
の

変
化
を
反
映
し
、
八
省
以
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
曹
司
に

「儀
式
空
間
」

が
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
も
仮
説
の
域

を
で
な

い
が
、

一
案
と
し
て
示
し
、
蕪
雑
な
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
す

る
。

(5)f6)(7)(8)(9)

二
十
六
」

一
九
九

二
年
。

寺
崎

「
考
課
木
簡

の
再
検
討
」
(
『
律
令
国
家

の
構
造
」

吉
川
弘
文

館

一
九
八
九
年
)
。
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『
平
城
宮

発
掘

調
査

出
土

木
簡
概

報
四
」

一
九
六
七
年
。

虎

尾
達

哉

「律

令
官
人
制
研
究

の

一
視
点
」
(
『
古
代
史

研
究

の
最
前
線
」

一

雄

山
閣
出

版

一
九
八
六
年
)

野
村

『律
令
官

人
制

の
研
究
増
訂
版
」

吉
川
弘
文
館
、

一
九
七

〇
年

。

『官
人
制
論
』
雄
山

閣
、

一
九
七
五
年
。

鬼
頭
清

明

「太

政
官
厨

家
跡
と
地
子

の
荷
札
」

(
『長
岡
京
古

文
化

論
叢

H
」

一
九
九

二
年

)

山
中
章

『
日
本
古

代
都

城

の
研
究
」

(柏

書
房

一
九
九

七
年

)

第

四

章

「都
城

の
変
貌
」
。
清
水

み
き

「
長
岡
京

の
京

外
官

衙
と

初
期

平
安

京
」

(
『古
代
文
化
」

四
九

の

一

一
、

一
九
九
七
年
)
。
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(2)(1)註(3)(4)

岸

『
日
本

の
古

代
宮
都
」
岩
波
書
店
、

一
九
九

三
年
、

一
三
二
頁
)

吉
川
氏

の
報
告

は
未
だ
論
文
と
し

て
発
表

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

以

下

は
筆
者

の
理
解

し
た
吉
川
報
告

の
要
旨

で
あ

る
。

平
城
宮

に
お
け
る
兵
部

・
式
部
省

の
官
衙
比
定

に

つ
い
て
は
、

渡

辺

晃

宏

「
兵
部
省

の
武
官

人
事

権

の
確
立
と
考

選
制

度
」

(
奈
良

国
立

文

化

財
研
究
所

『文
化
財
論
叢

H
」
同
朋
舎
出
版

、

一
九
九

五
年

)
の
註

2

に
詳
し

い
。

『
木

簡

研
究

』

十

四
号
、

一
九

九

二
年
。

奈
良

国
立

文
化

財
研

究
所

『
平
城
宮
木
簡

五
』

一
九
九

五
年
。
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土

木
簡

概
報


